




 

 

東京都（以下「都」という。）は、都政の様々な分野において都民及び事

業者に公的サービスを提供している東京都政策連携団体（以下「政策連携

団体」という。）を都庁グループの一員と位置付け、「政策連携団体による

改革」、「所管局による改革」、「総務局による改革」の３つの切り口から改

革を推進してきました。 

この改革の一環として、2018年度から 2020年度までの３年間の経営改

革に資する取組をまとめた「東京都政策連携団体経営改革プラン」（第１

期経営改革プラン）を各団体が策定し、自律的な経営改革の取組を進めて

きました。その後、令和３（2021）年５月には、2021年度から 2023年度

までの３年間を計画期間とした「東京都政策連携団体経営改革プラン

（2021年度～2023年度）」（以下「第２期経営改革プラン」という。）を策

定しました。都は、これらの経営改革プランを東京都政策連携団体経営目

標評価制度の評価対象に位置付け、毎年度、改訂・運用を行っています。 

この度、都の施策の内容や環境の変化へ的確に対応していくため、各政

策連携団体は、第２期経営改革プランの進捗状況を確認した上で、計画期

間の２年目に向けた見直しを行い、「東京都政策連携団体経営改革プラン

2022年度改訂版」（以下「経営改革プラン 2022年度改訂版」という。）と

して改めて策定しました。本冊子は、これら見直し後の第２期経営改革プ

ランの内容を取りまとめたものです。 

今後も、経営改革プラン 2022年度改訂版に基づき、各政策連携団体が、

質の高い都民サービスを提供するための取組を実施するとともに、経営目

標への達成状況の公表等を通じて都民への説明責任を果たすことで、都庁

グループ一丸となって都政の課題解決にまい進してまいります。 
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＜参考＞ 「東京都政策連携団体経営目標評価制度」について

◇ 目的

政策連携団体自らが、経営に関する目標を設定し、その達成状況等

を都で評価し公表することを通じて、団体経営の改善等を図ることを

目的とする制度である。

◇ 経営目標の設定・評価

・ 各政策連携団体の「経営改革プラン」を経営目標評価制度の対象

として、「経営課題解決のための戦略」、「３年後（2023年度）の到

達目標」、「個別取組事項」の改訂等を通じて目標設定を行い、都

は、毎年度、その達成状況等について評価を行う。

・ 目標設定・評価等に当たっては、東京都政策連携団体経営目標評

価制度に係る評価委員会から意見を聴取した上で行い、都が各政策

連携団体の評価を決定する。

・ 目標設定は１月から３月まで、評価は６月から 10月までを目途

にそれぞれ行う。

※ 東京都政策連携団体経営目標評価制度に係る評価委員会は、学識経験者、

経営コンサルタント、公認会計士等の外部有識者により構成され、総務局

長の求めに応じて、団体の経営目標、評価、経営状況全般等について意見

を述べる。

（イメージ図）
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１　基礎情報 2021年8月1日現在

役員数 8 人 (都派遣職員 3 人 都退職者 0 人）
常勤役員数 0 人 (都派遣職員 0 人 都退職者 0 人）

非常勤役員数 8 人 (都派遣職員 3 人 都退職者 0 人）

8 人 (都派遣職員 4 人 都退職者 0 人）

0 人

4,000,000 千円

1,818,400 千円

45.5 ％

2,181,600 千円

千円

千円

千円 その他

その他資産

東京都港区海岸1-4-15 島嶼会館2階

　伊豆諸島及び小笠原諸島地域の活性化を図るため、地域の産業、観光等の振興に関す
る事業を行うことによって東京都の島しょ地域の振興と豊かな地域社会の形成に寄与す
ることを目的とする。

公社の目的達成のため、主に以下の事業を実施
(１)　地域振興に係る特産品の開発、普及、観光の振興、人材育成及び助成事業
(２)　特産品に係る展示販売、斡旋事業
(３)　情報・資料の収集提供及び広報事業
(４)　地域振興に係る施設の設置・管理運営事業
(５)　島しょ間交通網の整備に関する調査・研究及び支援事業
                                                                                                        他

・ヘリコミ格納庫　東京都八丈島八丈町大賀郷2839-2
・木炭倉庫　東京都大島町岡田字沢立8-1及び8-3
・木炭倉庫　東京都大島町岡田字新開75-2
・木炭倉庫　東京都八丈島八丈町三根5015　                                                  等

所在地

団体の使命

事業概要

役
職
員
数

他の出資（出捐）
団体及び額

※団体の統合前に都が出資（出捐）
した分も含む

団体

東京都島しょ9町村

非常勤職員数

(所管局) 総務局

公益財団法人東京都島しょ振興公社

設立年月日

基本財産

都出資（出捐）額

都出資（出捐）比率

1989年10月2日

常勤職員数

東
京
都

東
京
都
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し
ょ
振
興
公
社

島
し
ょ
振
興
公
社
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2022年度改訂版のポイント
◆コミュニティ活動について、取組を一層拡大することとし、戦略①を上方修正

◆宅配ボックスの設置等について、よりスピード感を持って取り組んでいくこととし戦略②を上
方修正

【プランの主な改訂内容】

戦略①住宅セーフティネットの強化など都の住宅政策の一翼を担うJKK住宅経営
３年後の到達目標(改訂前) ３年後の到達目標(改訂後)

【目標①】住宅セーフティネット強化の観点から、高
齢者や子育て世帯等の入居機会拡大（制度利用割合
33％以上）
【目標②】要配慮者が利用しやすい住宅の長寿命化に
向けた取組（指標策定、投資時期平準化）
【目標③】要配慮者向けの居場所づくり等によるコ
ミュニティ活動活性化（30件以上）

【目標①】住宅セーフティネット強化の観点から、高
齢者や子育て世帯等の入居機会拡大（制度利用割合
33％以上）
【目標②】要配慮者が利用しやすい住宅の長寿命化に
向けた取組（指標策定、投資時期平準化）
【目標③】要配慮者向けの居場所づくり等によるコ
ミュニティ活動活性化（50件以上）

戦略②新たな都政課題等に貢献するJKK住宅の供給
個別取組事項
(改訂前) 2022年度(改訂前) 個別取組事項

(改訂後) 2022年度(改訂後)

新しい日常に対
応した取組の推
進

○テレワーク環境の導入(７団地:既
存５,建替２)
○タッチレス型エレベーターの導入
(建替２団地)
○宅配ボックスの設置(７団地：既存
５、建替２)

コロナの感染拡
大を契機とした、
新しい日常に対
応した取組の推
進

○テレワーク環境導入の計画策定
○テレワーク環境の導入(10団地:既
存8,建替２)
○タッチレス型エレベーターの導入
(建替２団地)
○宅配ボックスの設置(22団地：既
存20,建替２)（74団地／137団地
設置率54％）

東京都住宅供給公社
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個別取組
事項 2021年度計画 2021年度実績（11月末時点） 2022年度計画

コロナの感染
拡大を契機と
した、新しい
日常に対応し
た取組の推進

○テレワーク環境の導入（既存５団地）
○宅配ボックスの設置（既存５団地）

○テレワーク環境の導入（既存９団地着工）
○宅配ボックス設置（既存８団地着工）
（52団地／135団地 設置率39％）

○テレワーク環境導入の計画策定
○テレワーク環境の導入
（10団地：既存８、建替２）

○タッチレス型エレベーターの導入
（建替２団地）

○宅配ボックスの設置
（22団地：既存20、建替２）
（74団地／137団地 設置率54％）

超高齢社会を
見据え、必要
な機能を整備
した低負担の
高齢者向け住
宅の提供

○シニア向け住宅
・建設工事着工
・シニア向け住宅の見守りサービス事業者の
選定
※既存住宅へのセンサー方式を活用した見守
りサービスの導入

○シニア向け住宅
・建設工事実施設計中
・シニア向け住宅の見守りサービス事業者の選定

○シニア向け住宅
・建設・施工監理
・入居者募集の具体的な検討
※既存住宅への見守りサービス利用拡大

健康志向や生
きがい創出な
ど多様化する
ニーズに対応
した先駆的な
住宅の提供

○ペット等共生住宅の建設に向けた課題抽
出・仕様検討
○禁煙住宅の建設工事着工
○その他先駆的モデル事業の検討
○先駆的モデル実施に係るニーズの把握

○ペット等共生住宅の建設に向けた設備やルール作り
の検討
○禁煙住宅の建設工事中
○その他先駆的モデル事業の検討
・ウイルス対策・非接触設備
・ZEH-M oriented基準に適合する仕様

○ペット等共生住宅の仕様確定、採算性検証
○禁煙住宅の建設・施工監理
○その他先駆的モデル事業の実施（１団地）
○モデル事業の具体化に向けた施策・候補等検
討

地域の課題解
決に向けた行
政連携による
住宅の提供
（初の島嶼部
での住宅）

○小笠原村における新たな住まいモデルの基
本設計・実施設計
○住宅管理に向けた地元との調整

○小笠原住宅の基本設計・実施設計の実施
○募集方法や管理方法について地元との調整

○小笠原村における新たな住まいモデルの工事
着手、建設
○入居者募集に向けた小笠原村との協議
○モデル事業の拡大に向けた調整・検討

新たな取組に
関する賃貸住
宅市場への波
及

○先駆的事業の効果測定
○インターネット配信サービスの活用・効果
検証
○メディア戦略の検討・構築

○既存住宅におけるコミュニティサロンへのWi-Fi導入
に関する居住者アンケートを実施
○インターネット配信サービス（PRTIMES）を活用し
たプレスリリース15件実施（PV数31,029、転載サイ
ト295件）
○新たな公社ブランドの構築の検討

○先駆的事業の効果測定
○インターネット配信サービスの活用・効果検
証
○メディア戦略の展開

３年後（2023年度）の到達目標
【目標①】
新しい日常に対応した住環境の整備（３か年の新規整備 延80 団地以上）
【目標②】
先駆的事業の実施による新たなニーズへの対応（新しいタイプの住宅供給や新たな領域へのチャレンジを５団地以上実施し、効果
的な広報戦略により賃貸住宅市場への波及を図る。）

実績（2021年11月末時点）及び要因分析
①計画を上回るテレワーク環境の整備９団地導入、宅配ボックス設置８団地設置に向けて、団地の選定、業者発注等の準備を進め
た。
②シニア向け住宅、ペット等共生住宅、禁煙住宅、小笠原住宅の整備を進めるとともに、ウイルス対策仕様の検討を行うなど新た
なニーズへの対応に向けて取組を推進した。また、インターネット配信サービスによるプレスリリースを実施し、効果的な情報発
信を行った。

戦略を設定する理由・背景
少子高齢化や健康志向の高まり等により人々の考え方や住まい方は変化し、住宅への新たなニーズが生まれてきている。とりわけ
コロナによる変化には早急な対応が必要である。これらの課題にスピード感を持って取り組み、その成果を賃貸住宅市場に波及さ
せていくことも重要である。

団体における現状（課題）
◆当社は公的団体として、社会の変化や人々の考え方、ライフ
スタイルの多様化などによる住まいニーズの変化を捉え、当社
の保有するアセットや人的資源を最大限活用して政策課題や社
会課題の解決を図ること、また先駆的な事業にも迅速に取り組
み、賃貸住宅市場を先導する役割を担うことが求められている。
◆先駆的な取組等を賃貸住宅市場に波及させるため、積極的に
情報発信していくことが必要である。

課題解決の手段
◆コロナを契機とした新しい日常への対応や健康志向の高まり、
高齢者の見守り・バリアフリーなど多様化する住まいニーズを
的確に捉え、スピーディーに取組を進めていくため、ソフト・
ハードの取組を一体的に企画する新組織の設置など、戦略的な
組織改正を行う。
◆住宅分野以外の新たな領域の関係団体や民間事業者・行政等
との連携によりシナジー効果を生み出し、より付加価値の高い
先駆的な住宅や地域課題解決に資する住宅など、民間事業者が
手掛け難い新しいタイプの住宅を提供していく。
◆JKK住宅のスケールを活かして先駆的取組を各種展開してい
く。また、先駆的事業の政策効果を社会に発信することにより、
今後の公的賃貸住宅を先導し、その成果を賃貸住宅市場に波及
させていく。

経営
改革

事業
執行

状況変化
への対応 DX 財務 民間連携

人事交流
長期
戦略

〇 〇 〇 〇 〇

東京都住宅供給公社

戦略２ 新たな都政課題等に貢献するJKK住宅の供
給

事業
運営
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都
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社
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個別取組
事項 2021年度計画 2021年度実績（11月末時点） 2022年度計画

特定行為に係
る看護師の育
成

・新規派遣受講者を派遣（２名以上）
・新たな分野の特定行為実施手順等の作成

・特定行為研修に新たに５名を派遣
・精神神経薬剤投与分野の特定行為実施手順書を作成
中

ー

事務職員の経
営スキルの向
上

・研修計画に基づく効果的な研修の実施と実
施状況を通じた改善
・医事業務の育成体制強化
・地方独立行政法人への移行を見据えた経営
意識を醸成させる取組の検討・実施

・事務職員研修の実施（７回）
・医事業務の育成体制強化に向け、各病院で実技研修
を実施予定
・大学院派遣研修（１名派遣）や経営分析調査分科会
（２回開催）を通じて事務職員の経営分析能力を養成
・事務職員が積極的に病院経営に参加し、能力を発揮
できるようなキャリアパスやラダー制度について、新
法人の制度等を検討

ー

固有職員の管
理職の育成及
び資格取得支
援や自己啓発
支援の実施

・管理職の育成実施状況に応じた取組の改善
の検討・実施
・職種の特性に応じた資格取得支援や自己啓
発支援及び必要に応じた改善の実施

・課長補佐研修を４回実施
・資格取得支援を実施し、９名が新たに資格を取得 ー

医師・看護師
の負担軽減及
び多様な働き
方を可能とす
る環境の整備

・医師事務作業補助者及び看護助手を確保す
るとともにガイドラインに基づく各病院での
人材育成や更なる活用の推進
・テレワークやオフピーク通勤等の推進

・医師事務作業補助者および看護補助者について、人
員体制を強化し、医師及び看護師の負担軽減を実施
・テレワークやオフピーク通勤を実施

ー

オンラインで
の採用活動に
よる新型コロ
ナの感染リス
クの軽減

・オンラインを活用した採用面接等の取組を
推進

・ウィズコロナでの採用活動として、動画配信による
就職説明会やオンライン採用面接を一部実施 ー

１年後（2021年度）の到達目標

【目標①】特定行為に係る看護師について、2021年度末までに新たに２名を派遣し、計画的に受講修了者を増加

【目標②】病院運営に必要なデータ分析スキル習得に向け、大学院派遣研修に事務職員１名の派遣を継続

【目標③】多様な働き方の実現や新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、公社事務局において週２回以上のテレ
ワークを推進

実績（2021年11月末時点）及び要因分析
・特定行為に係る看護師については、新たに５名を派遣し、研修を受講中である。
・大学院派遣研修は１名が研修を受講中である。
・テレワーク可能な公社事務局職員の勤務日に対するテレワーク実施率は59％であり、週２回以上テレワークを実施している。

戦略を設定する理由・背景
近年、医療技術が目覚ましく進歩し、それに伴い医療の複雑・高度化が進んでいる。また、病院は労働集約型産業であるため、優
秀な人材の育成や確保が求められている。

団体における現状（課題）
労働集約産業であるため、事業運営上の課題を解決するため

には個々人のスキルアップが不可欠であるが、育成に関する体
系的な研修計画に沿った人材育成が不十分である。また、地域
包括ケアシステムの構築に向けて、地域でリーダーシップを発
揮できる人材を育成する必要があるが、現時点では地域に出て
いく人材は限られている。
そのため、公社の運営を担う人材や、地域の医療機関や福

祉・介護施設のスタッフを支援できる人材を計画的に確保・育
成するとともに、多様な働き方を可能にする環境整備や新型コ
ロナウイルス感染症の感染リスクを軽減する取組を推進する等、
職員が安心して働けるような環境を整備する必要がある。

課題解決の手段
色々な疾患を抱えた患者に対応していくため、総合診療能力
を有した医師や特定行為研修を受講した看護師の育成や活用を
行っていく。
事務職員について、複雑・高度化する課題に適切に対応すべ
く、医事や経営分析、調達業務、情報システム等の病院運営に
専門特化した職員の育成が求められることから、事務職員の
「強み」となる資質・能力を伸ばすための研修やキャリアパス
を作成していく。
自己啓発支援、資格取得支援、公社合同研修等によりスキル
アップを図っていく。
ＩＣＴ化を推進し、多様な働き方の実現や新型コロナウイル
ス感染症の感染リスク軽減を図っていく。

経営
改革

事業
執行

ポスト
コロナ

先進的
なDX 財務 民間等

連携
長期
戦略

〇

(公財)東京都保健医療公社

戦略３ 専門性を高め、地域に貢献できる人材の育
成、活用
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